
中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

□ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

■ その他、中心市街地活性化に資する事業

施　策　名

（事　業　名）

財政支援

その他

都市再生総合整備事業は都市拠点形成支援施設整備事業のほか都市・居住環境整備重点地域を対象として事業実施

することができるが、都市・居住環境整備重点地域は国土交通大臣が指定する相当規模の地域とされ、道内では「札幌駅・

大通駅周辺地域」のみが対象

道　の　窓　口

（内線番号）

採択要件

（都市拠点形成支援施設整備事業に係る採択要件）

基幹的な事業の実施に併せ、市民共有の優れた街並みの形成、魅力ある都市拠点の形成を図るべき社会的経済的条件を

備えている地区

補助率：１／３

対象経費

(１）地域生活基盤施設、高質空間形成施設、高次都市施設の整備、既存施設の除却、移転及び総合基本設計書

       の策定に要する費用

(２）(１）の整備事業又は都市拠点整備総合計画に位置付けられた市街地再開発事業等の基幹的な事業を促進す

　　　　るの策定に要する費用

(３）特定の地区における都市再生総合整備事業（拠点整備型）の活用等に関する調査及び円滑な実施を図るための

　　　　まちづくり活動支援に関する調査に要する費用

補助率

又は

補助額

国　の　窓　口

国土交通省都市局市街地整備課

（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

社会資本整備総合交付金(都市再生総合整備事業）

目　　   　的

大都市圏等の臨海部や既成市街地を中心に発生している大規模工場跡地等低未利用地において、都市再生をうながすトリ

ガー（引き金）となる地区への都市基盤施設等の集中的な整備を実施するとともに、都市拠点の形成に資する民間都市開

発事業等を促進することにより、円滑な土地利用転換を公民協働で推進することを目的とする

建設部まちづくり局都市環境課市街地整備係

(２９－５６６）
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対象団体 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、民間等

対象事業 対象経費の項に記載















中心市街地活性化法との関連

□ 直接関係する事業

□ 法に基づく基本計画が必要な事業

□ 優遇措置を受けられる事業（優遇措置を受けられる項目：

■ その他、中心市街地活性化に資する事業

施　策　名

（事　業　名）

道　の　窓　口

（内線番号）

採択要件
区域、目標、交付対象事業、計画期間、整備方針、評価に関する事項等を記載した集約都市開発支援事業計画（社会

資本総合整備計画）を作成する

社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編　国費の算定方法による
補助率

又は

補助額

国　の　窓　口
国土交通省都市局市街地整備課

　（国土交通省北海道開発局事業振興部都市住宅課）

社会資本整備総合交付金(集約都市開発支援事業）

目　　   　的
都市の低炭素化の促進に関する法律の規定に基づき、認定集約都市開発事業及び同事業と関連して実施される事業を一

体的に支援することにより都市の低炭素化の促進を図ることを目的とする

建設部まちづくり局都市環境課市街地整備係
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対象団体 都道府県又は市町村

対象事業
社会資本整備総合交付金　イ－１３－（１１）による。

財政支援

その他
都市再生整備計画事業の国費率の嵩上げ（４０%→４５%）は、「認定中心市街地活性化基本計画区域内」で実施

されるものに限り適用

対象経費
社会資本整備総合交付金交付要綱附属Ⅱ編のとおり


